
（4）快適で活力に満ちた生活環境の形成
ア　快適な都市環境の形成
誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の
形成を図るため、歩いていける範囲の身近な公
園を始めとした都市公園等の計画的な整備を
行っている。
また、河川等は、高齢者にとって憩いと交流
の場を提供する役割を果たしている。

イ　活力ある農山漁村の形成
「食料・農業・農村基本法」（平成11年法律第
106号）に基づき策定された「食料・農業・農
村基本計画」（平成22年3月閣議決定）を踏ま
え、農村高齢者がいきいきと活躍できる環境づ
くりや活動を支援する施設等を整備した。
農山村地域においては、集落が市町村、特定
非営利活動法人（以下「NPO法人」という。）
等多様な主体と連携を行い、農山漁村の持つ豊
かな自然と「食」を健康等に活用する取組を支
援するとともに、福祉、教育、観光等と連携し
た都市と農山漁村との共生・対流に関する取組
については、重点的に支援した。
また、社会福祉法人等が高齢者のデイサービ
スの一環として利用する農園の整備や、高齢者
を対象とした生きがい農園の整備等を実施し
た。
さらに、人・農地プランの見直しや、集落営
農の組織化・法人化、新規就農者の定着のため
の経営・技術指導等を効率的・効果的に進めら
れるよう、普及指導員やJAのOB、リタイア
した高齢農業者等のノウハウを活用する地域連
携推進員の活動を支援した。
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、
農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境
の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開
かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を

図った。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ
う、農山漁村における農業施設等のバリアフ
リー化等の整備、高齢者等による農作業中の事
故が多い実態を踏まえ、地域ぐるみでの農作業
安全活動を実践する体制の整備を促進するとと
もに、高齢農業者の安全意識を効果的に高める
啓発方法の検討及び農作業安全の全国運動を実
施した。
加えて、「水産基本法」（平成13年法律第89
号）に基づき策定された「水産基本計画」（平
成24年3月閣議決定）を踏まえ、高齢者に配慮
した浮桟橋や屋根付き岸壁等の施設整備を実施
した。

5　高齢社会に対応した市場の活性化と
調査研究推進のための基本的施策

「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研
究推進のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示している。

高齢者が健康で活躍しやすい環境づくり
のために、高齢者に優しく、ニーズに合致
した機器やサービスの開発を支援すること
で、高齢者向け市場を活性化させ、高齢者
の消費を高めるとともに、高齢化に対応し
た産業の強化等を通じて高齢者が生活の質
を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送る
ことができるような環境を形成する。
また、科学技術の研究開発とその活用
は、高齢化に伴う課題の解決に大きく寄与
するものであることから、高齢者に特有の
疾病及び健康増進に関する調査研究、高齢
者の利用に配慮した福祉用具、生活用品、
情報通信機器等の研究開発など各種の調査
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研究等を推進するとともに、そのために必
要な基盤の整備を図る。

（1）高齢者向け市場の開拓と活性化
ア　医療・介護・健康関連産業の強化
公的保険外の予防・健康管理サービスなどを
提供する「健康寿命延伸産業」の創出に向け、
健康・医療戦略推進本部の下に「次世代ヘルス
ケア産業協議会」を設置し、事業環境の整備
（グレーゾーン（新事業に係る関連規制の適用
有無が不明確な領域）の解消等）、企業による
健康投資の促進、健康関連商品・サービスの品
質評価などの主な課題について検討を行い、各
種施策に取り組んだ。

イ　不安の解消、生涯を楽しむための医療・介
護サービスの基盤強化
医療・介護従事者不足や医師の診療科偏在・
地域偏在の課題等の解決のための取組として、
地域医療支援センターの拡充（平成26年度ま
でに43都道府県に設置）、チーム医療の推進等
を行った。医学部入学定員については、26年
度の医学部の入学定員を28人増員した（20年
度からの定員増は累積1,444人）。また、病床に
応じた医療資源の投入を行い、効率的・効果的
な質の高い医療サービスを安定的に提供できる
体制の構築に向けた取組を進めている。
また、地域包括ケアの推進等により住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるような体制整備を目指して、
引き続き在宅での医療と介護の連携の推進な
ど、制度、報酬及び予算面から包括的に取組を
行っている。

ウ　地域における高齢者の安心な暮らしの実現
平成26年度においても、地域主導による地

域医療の再生や在宅介護の充実を引き続き図っ
た。そのため、介護関係者のみならず、医療関
係者や地域住民などの多職種で地域の課題把握
等を行う「地域ケア会議」の取組の推進や、情
報通信技術の活用による在宅での生活支援ツー
ルの整備などを進め、地域に暮らす高齢者が自
らの希望するサービスを受けることができる社
会の構築をすすめた。
また、高齢者が地域での生活を継続していく
ためには、多様な生活支援や社会参加の場の提
供が求められている。そのため、市町村が実施
する地域支援事業を推進するとともに、各市町
村が効果的かつ計画的に生活支援・介護予防
サービスの基盤整備を行うことができるよう、
市町村に生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）を配置し、その取組を推進した。
高齢者が安心して健康な生活が送れるように
なることで、生涯学習や、教養・知識を吸収す
るための旅行など、新たなシニア向けサービス
の需要も創造される。また、高齢者の起業や雇
用にもつながるほか、高齢者が有する技術・知
識等が次世代へも継承される。こうした好循環
を可能とする環境の整備を行っている。

（2）超高齢社会に対応するための調査研究等
の推進と基盤整備

ア　健康・医療関連分野におけるイノベーショ
ンの推進
国民が健康な生活及び長寿を享受することの
できる社会の形成に資するため、世界最高水準
の医療の提供に資する医療分野の研究開発及び
当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出
等を総合的かつ計画的に推進するための健康・
医療戦略の策定、これを推進する健康・医療戦
略推進本部の設置等や医療分野の研究開発及び
その環境の整備の実施・助成等の業務を行うこ
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とを目的とする日本医療研究開発機構を設置す
るため、「健康・医療戦略推進法」（平成26年法
律第48号）及び「独立行政法人日本医療研究
開発機構法」（平成26年法律第49号）が成立し、
平成26年5月30日に公布された。
更に、同年6月10日に安倍総理を本部長と
し、全閣僚から成る、「健康・医療戦略推進本
部（以下「推進本部」という。）」を設置した。
同年7月22日には、政府が総合的かつ長期的に
講ずべき健康・医療に関する先端的研究開発及
び新産業創出に関する施策等を定めた「健康・
医療戦略」が閣議決定された。同日、政府が講
ずべき医療分野の研究開発並びにその環境の整
備及び成果の普及に関する施策の集中的かつ計
画的な推進を図るため、健康・医療戦略に即し
て作成した「医療分野研究開発推進計画」が推
進本部において決定された。

イ　高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する
調査研究等
高齢者の介護予防や健康保持等に向けた取組
を一層推進するため、要介護状態になる大きな
要因である認知症、ロコモティブ・シンドロー
ム（運動器症候群）等に着目し、それらの予
防、早期診断及び治療技術等の確立に向けた研
究を行っている。
高齢者の死因となった疾病の中で死亡率が最
も高いがんの対策については、「がん対策基本
法」（平成18年法律第98号）に基づく「がん対
策推進基本計画」（平成19年6月閣議決定。以
下「基本計画」という。）により推進してきた
が、その策定から5年が経過し、新たな課題が
明らかになってきたため、平成24年6月、新た
な基本計画を閣議決定した。新たな基本計画で
は、従来の個別目標に加え、がん患者に対する
職場における理解の促進、相談支援体制の充実

等を通じ、がんになっても安心して働き暮らせ
る社会を構築することなどについて、新たに目
標を設定した。がん研究についても、従前の取
組に加え、新たながん診断・治療法やがん予防
法など、がん患者の視点による実用化を目指し
た研究を効率的に推進してきた。
また、がん・認知症の早期診断・治療薬開発
に資する分子イメージング技術の実証に向けた
研究等を行うとともに、次世代のがん医療の確
立に向けて、基礎研究の有望な成果を厳選し、
日本発の革新的な診断・治療薬に資する新規化
合物等の「有望シーズ」の開発を戦略的に推進
した。さらに、こうした成果も活用しつつ、個
人に最適な医療の実現に向けた取組を推進し
た。
ロボット技術、再生医療、IT等を応用して、
低侵襲の治療装置や早期に疾患を発見する診断
装置など、日本発の、国際競争力の高い革新的
医療機器・システムの開発・実用化を図った。
また、関係各省や関連機関、企業、地域支援機
関が連携し、開発初期段階から事業化に至るま
で、切れ目なく支援する「医療機器開発支援
ネットワーク」を立ち上げるとともに、ものづ
くり中小企業と医療機関等との医工連携によ
り、医療現場の課題に応える医療機器の開発・
実用化を支援した。

ウ　高齢者の自立・支援等のための医療・リハ
ビリ・介護関連機器等に関する研究開発
高齢者等の自立や社会参加の促進及び介護者
の負担の軽減を図るためには、高齢者等の特性
を踏まえた福祉用具や医療機器等の研究開発を
行う必要がある。
そのため、福祉用具及び医療機器について
は、福祉や医療に対するニーズの高い研究開発
を効率的に実施するためのプロジェクトの推
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進、短期間で開発可能な福祉用具・医療機器の
民間による開発の支援等を行っている。
その研究開発の一つとして、高齢者の生活支
援・社会参加拡大などに寄与するため、日常生
活における行動・コミュニケーション支援にお
いて必要となる簡単な動作や方向、感情などを
強く念じた際に生じる脳からの信号を利用し、
移動支援機器やコミュニケーション支援機器な
どに伝えることを日常的に可能とする技術の研
究開発を推進した。
また、「福祉用具の研究開発及び普及の促進
に関する法律」（平成5年法律第38号）に基づ
き、福祉用具の実用化開発を行う事業者に対す
る助成や、研究開発及び普及のために必要な情
報の収集・分析及び提供を実施した。
民間企業等が行う高齢者や介護従事者等の現
場のニーズに応えるロボット技術の研究開発の
支援を実施した。また、早期市場化が見込まれ
るロボット介護については、介護現場への大規
模な導入実証を実施した。
開発の早い段階から介護現場のニーズを伝達
し、試作機器について介護現場での実証（モニ
ター調査・評価）等を行い、介護ロボットの実
用化を支援した。

エ　情報通信の活用等に関する研究開発
高齢者等が情報通信の利便を享受できる情報
バリアフリー環境の整備を図るため、引き続
き、高齢者等向けの通信・放送サービスに関す
る技術の研究開発を行う者に対する助成等を
行っている。
また、高齢者等が安全で快適に移動できるよ
う、最先端の情報通信技術等を用いて、運転者
に周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により提
供することで危険要因に対する注意を促し、ゆ
とりをもった運転ができる環境を作り出すこと

により、交通事故を防止する安全運転支援シス
テム（DSSS）やETC2.0サービス等のITS（高
度道路交通システム）に関する研究開発及び
サービス展開を実施した。

オ　高齢社会対策の総合的な推進のための政策
研究

（ア）政策研究調査
政策立案に寄与するため、政府の方針や経済
社会情勢の変化を踏まえたテーマを設定して調
査研究を実施しており、平成26年度は、一人
暮らし高齢者の生活上の心配ごとや困りごと等
を初めとした意識、ニーズおよび地域における
世代を超えた支え合いについて「一人暮らし高
齢者の意識に関する意識調査」を実施した。

（イ）高齢社会対策総合調査・研究等
高齢社会対策総合調査として高齢社会対策の
施策分野別にテーマを設定して高齢者の意識や
その変化を把握している。平成26年度は、主
として日常生活分野に関連して、地域社会への
参加に関する高齢者の意識を把握するため「高
齢者の日常生活に関する意識調査」を実施し
た。
また、高齢者等の安全・安心な生活の実現の
ために、独立行政法人科学技術振興機構が実施
する戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開
発）において、研究者と関与者との協働による
社会実験を含む高齢社会の問題解決に資する研
究開発を推進した。

（ウ）中高年齢層の歩行中死亡事故抑止のた
めの段階的教育手法に係る調査研究

交通事故死者数のうち横断歩行中死者の特徴
を見ると、年齢層別では50歳代から死亡者数
が増加の一途をたどり、70歳代半ばから急激
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に増加することから、横断行動について年齢層
別の特徴等を把握・分析するとともに、交通安
全教育の効果を検証し、よりきめ細かな交通安
全教育手法の調査研究を実施した。

（エ）歩行者・自転車乗用者の交通安全教育
のためのシニア・リーダーの育成に係る
調査研究

高齢者の歩行中・自転車乗用中の交通事故を
減少させるには、高齢者による高齢者のための
交通安全教育を実施することで受講者の共感・
理解が一層促進されると考えられることから、
高齢者を交通安全教育のための「シニア・リー
ダー」として育成するため、シニア・リーダー
による交通安全教育実施上の問題点、自立的な
交通安全教育の普及に関する問題点などについ
て検討し、シニア・リーダー育成制度運用の手
法に関する調査研究を実施した。

（オ）高齢者講習の在り方に関する調査研究
高齢者講習の在り方（高齢者講習の合理化及
び講習内容の更なる充実（高度化））に関する
調査研究を平成25年度及び26年度の2か年で
実施し、26年度は、25年度の調査結果を踏ま
え、高齢者講習のカリキュラム案の策定及び同
カリキュラム案に基づいた実験講習を実施する
とともに、高齢者講習に係る具体的な制度案に
ついて有識者による検討を行った。

（カ）視野と安全運転の関係に関する調査研
究

現在、運転免許を取得する際の適性試験や運
転免許証を更新する際の適性検査等における視
野の測定は、一眼が見えない者のみを対象とし
て実施されており、また、その合格基準は水平
方向に150度とされ、上下方向については規定

されていないところである。しかし、特に高齢
者の中には、両眼が見える者であっても、緑内
障等の病気等が原因で視力が維持されたまま視
野が狭くなっている者がいることから、高齢者
を対象とした上下方向を含めた視野に係る検査
等の要否について検討を行うため、視野と安全
運転の関係に関する調査研究を実施した。
調査研究は平成25年度及び26年度の2か年
で実施し、運転シミュレーターを使用しての視
野狭窄が運転に与える影響の把握、東京都内運
転免許試験場における免許保有者に対する視野
検査、諸外国の制度調査、上下方向を含めた新
たな視野検査法の開発等を実施した。

6　全世代が参画する超高齢社会に対応
した基盤構築のための基本的施策

「全世代が参画する超高齢社会に対応した基
盤構築のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示してい
る。

今後の超高齢社会に対応するために、高
齢者のために対応が限定された社会ではな
く、高齢社会に暮らす子どもから高齢者ま
で、全ての世代の人々が安心して幸せに暮
らせる豊かな社会を構築する。そのため
に、高齢者のみならず、世代間の交流を通
じた若者や子育て世代とのつながりを醸成
するとともに、若年者や女性の能力を積極
的に活用するなど、全ての世代が積極的に
参画する社会を構築するための施策を推進
する。
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